
  第2次小城市男女共同参画プラン 策定スケジュール
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◎8/6 ＊男女共同参画推進本部 ◎6/3 ◎

[ 協議事項 ]

・男女共同参画基本計画の策定及び推進に関すること｡

・男女共同参画施策に関する関係部課間の総合調整に関すること｡

・男女共同参画に関する職員の意識改革に関すること。

◎10/4
男女共同参画推進本部の協議事項について、具体的な検討を行い、その内容を推進本部に報告する。

幹事は、本部長(市長)が指名する課等の長及び女性職員をもって充てる。

幹事会に幹事長を置き、幹事長は総務部長をもって充てる。

中旬 下旬
委員推薦依頼 ◎1/26
公募委員募集 ＊男女共同参画プラン策定懇話会

[ 協議事項 ]

・男女共同参画プランの策定に関すること｡ 

・男女共同参画施策に関し必要な事項。

◎7/29 ◎8/31 ◎10/26 ◎11/4 ◎

◎11/16

＊男女共同参画審議会
[ 協議事項 ]
・小城市男女共同参画プランの策定及び見直しに関すること。

・小城市男女共同参画プランに基づく施策の実施状況に関すること。

・その他男女共同参画の推進に関すること。

◎5/27 ◎6/9
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